
令和７年度　多治見市事故報告等について

１．事故報告の目的
入所者等（入所者又は利用者）に対するサービスの質の向上及び介護保険施設等の運営の適正化

２．報告を要する事故等（報告対象）
（１）サービス提供中に発生した入所者等の事故等（医療機関を受診した又は入院に限る）
注１）「事故等」とは、入所者等の自身や第三者に起因するものを含み、施設側の過失の有無は問わない。
注２）入所者等が病気により死亡したと考えられる場合であっても、死因に疑義が生じる可能性があるときは報告対象とする。
注３）「サービス提供中」とは、施設・事業所内における事故のほか、送迎、通院中、施設外のレクリエーション中の事故を含む。
注４）ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合及び入所者等に見舞金や賠償金を支払う場合
（２）虐待案件（疑いがあるものも含む）
（３）法人役員・職員の法令違反・不祥事等
注１）入所者等の処遇に影響があるものとする。
（例：入所者等からの預かり金の横領、個人情報の紛失等）
（４）食中毒及び感染症等の発生
注１）法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由の事故

３．報告方法
事故後、裏面報告期限までにメールまたはFAXで報告　
（郵送の場合は期限内必着)
注１）電話で市町村へ到着したかどうかの確認を行う。
（例：金曜日の夜間帯に事故が発生した場合には、土日の間にFAXを入れておき、月曜日の午前中に電話確認を行う）
注２）誤送信がないよう、細心の注意を払う。
注３）報告先は市の他、指定権者が県（「岐阜県介護保険施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領」を参照）である場合は県へ報告する。また、入居者等の住所地が市外の場合はその市町村へ報告の要否を問い合わせする。
注４）状況に応じて以下の対応を優先に実施後、市へ報告
1 けが人の手当て。また、事故・事件発生時の情報を収集するとともに、必要に応じて現場を保存する。施設長（管理者）に状況を報告する。
　　　②消防署に通報し、救急車の出動を要請
　　　③警察に通報
　　　④入所者等の家族へ報告を行い、事故の経緯及び発生時の状況等の説明を行う
⑤施設長（管理者）は早急にお見舞いと謝罪を行う
注５）必要に応じて、介護保険施設等に内容確認や調査及び指導を行うとともに入所者等に対して事実確認等を行うものとする（介護保険法第23条・第24条）





４．報告期限及び報告事項
	報告対象
	報告期限
	報告事項

	(１)サービス提供中に発生した入所者等の事故等
①死亡　②重症（入院期間が1か月を超えると見込まれるもの等）

	①発生（発見）から24時間以内に第一報を報告

②さらに、発生（発見）から１週間以内に第二報を報告
	多治見事故報告書または
岐阜県様式１－１

多治見事故報告書または
岐阜県様式１－２

	③上記以外
	発生（発見）から１週間以内に報告
	多治見事故報告書または岐阜県様式１－３

	(２)虐待（疑いがあるものも含む）
	①発生（発見）から24時間以内に第一報を報告

②さらに、発生（発見）から１週間以内に第二報を報告
	多治見事故報告書または
岐阜県様式１－１

多治見事故報告書または
岐阜県様式１－２

	(３)法人役員・職員の法令違反・不祥事等

	①発生（判明）から24時間以内に第一報を報告

	任意様式

	(４)食中毒及び感染症等の発生

	以下に達した場合、直ちに報告
①同一の感染症若しくは食中毒又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が１週間に2名以上発生した場合
②同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
③①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
	「社会福祉施設内における食中毒・感染症等初動マニュアル」以下の様式による
様式１　様式２　様式３（経過記録表）



＜様式のダウンロード＞
〇多治見市事故報告書様式
多治見市ＨＰトップページ　⇒　事業者向け情報　⇒　介護保険関連[その他] 

〇岐阜県
（共通部分）岐阜県ＨＰトップページ　⇒　分類でさがす　⇒　子ども・女性・医療・福祉
　　事故報告書様式
⇒　高齢者　⇒　介護保険　⇒　介護保険施設等における事故発生防止対策等について
食中毒、感染症患者（疑いを含む）発生報告書
⇒　健康　⇒　感染症対策　⇒　感染症対策[その他感染症等] ・「岐阜県社会福祉施設内における食中毒・感染症等初動マニュアル」及び様式１〜３
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